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第８回 宇部市営旅客自動車運送事業審議会 会議録 

 

【日 時】令和３年（2021年）１月２７日（水）１４：００～１５：３０ 

【場 所】宇部市 勤労青少年会館 ２階 集会堂 

【出席者】１０名 

     （会場参加 ６名） 

榊原会長、藤井副会長、有馬委員、婦木委員、川本委員、宮田委員 

（テレビ会議による参加 ４名） 

岡村委員、宮崎委員、谷島委員、加藤委員 

【欠席者】４名 

西村委員、藤部委員、川﨑委員、村上委員 

【事務局】７名 

宇部市交通局 大谷局長、徳永次長、 

   八木交通事業課長、古谷交通事業副課長、 

   三好総務財政係長、竹永観光貸切係員、 

   西村企画営業係員 

【オブザーバー】２名  

宇部市総合戦略局共生社会ホストタウン推進グループ  

村上次長、中村グループリーダー 

【次 第】１ 開会 

２ 議題 

（１） 交通局の組織について（その２） 

（２） 答申書（案）について 

（３） その他 

３ 連絡事項等 

４ 閉会 
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会長 

１ 開会 

 

皆様こんにちは。定刻となりました。ただ今より、第８回宇部市営旅客自動車運

送事業審議会を開催させていただきます。本日は１４名の委員のうち、４名が欠席

となっております。会場には６人、４名の方がリモート参加されております。それ

では会長、よろしくお願いいたします。 

 

（ここから会長が進行） 

  

２ 議題 （１）交通局の組織について（その２） 

 

それでは始めさせていただきます。年が改まりまして初めて、第８回の審議会
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ということになります。昨年中、乗合、貸切、組織、人事的な部分も含みまし

て、様々な観点でご議論していただいたと思います。年が改まりまして年度末に

向かっているので、取りまとめの方向に向かっていかなければいけません。本日

用意されている議事次第、資料、答申案や資料を準備させていただいたものもあ

るのですが、本日冒頭に事務局からこの審議会の議論の内容について要望が一件

あるということですので、まずそちらからお願いいたします。事務局お願いしま

す。 

 

要望ということですが、第２回目の時に、当審議会での議論の方向性として、

６つの観点をお示ししていると思います。そもそもの諮問事項が、バス事業のあ

り方と、運営の最適化ということで、運営の最適化が運営主体を含めて最適な運

営はどうあるべきか、ということでした。ところが、去年からコロナの影響によ

って、バス事業が平常の状態ではなかったということで、どうしても持続、継続

の方に力点を置かれた関係で、民営ならではの良さや悪さ、公営ならではの良さ

や悪さという整理を事務局の方でもお示しできてなかったですし、その辺りを今

一度整理していただきたいというのが要望です。具体的には前回までは、次回の

２月１９日でもってこの審議会を最終回とさせていただきたいと申し上げており

ましたが、公営民営の比較すべき項目の抽出も含めて資料を次回までに事務局の

方で用意しますので、その整理を今一度お願いしたいと考えております。ですの

で、２月１９日が最終ではなくて、３月にもう一度開催させていただけたらとい

うのがお願いでございます。いかがでございましょうか。 

 

ありがとうございました。スケジュール面では３月にもう一度開催させていた

だきたいという話と、内容は今事務局がおっしゃいましたが、運営組織、つまり

具体的には公営民営という議論ですが、そこについて、事務局でも資料を準備す

るのでその辺りを重点的に議論していただけないかというのが趣旨だと理解して

います。今日の答申案というのはこれまでの議論を踏まえてはいるのですが、次

回の議論によって若干ニュアンスが変わる可能性があろうかと思いますが、私と

しての意見やコメントはもちろんありますが、最初に私が申すより、皆さんの方

で今の事務局の提起に対してご質問ご意見等ございましたらまずお願いします。

 

民営化について提案ということですが、ここにきて今その話が出るというの

は、もう一回民営化を強く考えさせてほしいという意味ですか。 

 

決してそういう意図はございません。補完させていただきますと、コロナ禍で

公共交通そのものの持続継続が必要だという中で、公営の絶対的必要性は議論を

深めていただいたと思うのですが、相対的な民営との比較論はできていなかっ

た。これは事務局側もそういう資料を用意してこなかったという点があり、民営
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ならではの良さと比較して民営に傾きたいとかそういう意図は全く無く、そもそ

もどういう項目を比較すればそれらが整理できるのかもできていなかったので、

比較項目自体も含めて次回で整理させていただきたいと考えています。 

 

その他いかがでしょうか。オンラインの方は適宜ご発声いただければ分かりま

すのでお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

頂いた資料の中に、３５ページ７の４に民営公営の特徴というページがあるの

ですけれども、これについて今日は議論されるのですか。 

 

私の理解では、まだそんなにそこはボリュームが無いと思うのですが、もう少

しその辺りについて、次回２月の一回をかけて、重点的に議論してほしいという

意味だと理解しました。 

 

分かりました。もしこれを今日議論されるのであればと思ったので聞いてみま

した。 

 

今委員がおっしゃったこととの関係で申しますと、具体的に資料を次回までに

準備するということなので、例えば公営民営という議論をするためにどんな資料

が必要かというところを、もし今日委員の皆様から言っていただければ、事務局

で準備していただくことになろうかと思います。皆様の方で何かございましたら

お願いします。よろしいですか。 

私の方から今の提起に関して、つい先ほど伺ったのでその点については私見を

申し上げますが、公営民営という話は市の中でこれまでに議会等で繰り返し議論

になっていることは承知しております。その中で、この審議会の中でも、そのあ

たりの論点は明には出てこなかったのですが、暗には色々な形でここまでにも提

起させていただいていたと考えております。個人の考えを申し上げると、交通政

策基本法等がある中で、自治体、ここの場合は宇部市が市の交通、移動のあり方

について一定の責任を持たなければいけないという前提があると思います。その

中で、それを具体化するというところで、「交通まちづくり」という言葉が使わ

れますが、宇部市は歴史的な経緯で、偶然ですが、公営交通という存在があった

と。それをいかに活用していくかという、自分としての問題意識でした。現状も

それに近いものです。とは言え、今の交通局の機能に関して、色々問題があるの

は事実なので、そこに関して色々な形で機能改善が必要でしょうから、そこの提

案は委員の皆様からも多々していただいていたと思いますし、その辺りをまとめ

ることをして参ったということです。こういった形で市の方から特にそこを明ら

かに議論してほしいということでございますので、市からの要請でございますか

ら、次回、そういった議論をすることで考えています。その中で、今申し上げた
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ように、私から申し上げると単純に経営的な数字ではないのですが、交通まちづ

くりの実現というところでどういう役割を果たせるかということとか、あるい

は、最後の担い手的な側面があろうかと思います。前にも申したと思いますが、

北部でデマンド交通をタクシー事業者さんが担っていらっしゃって、なかなか継

続が難しくなったという状況の中で、交通局が今、担っていらっしゃるという現

状があります。その辺りの部分のセーフティネット的な役割を現実として交通局

が果たしているので、その辺りの評価があるのではないかと思っております。他

の地域において、民営化した過程においてどういった変化が起こったかとか、情

報がありましょうから、その辺りを整理いただいたらいいのではないかと思いま

す。最後は宇部市としての交通まちづくりというものをどう捉えていくかという

方針にもよると思うので、その辺りになってくるかと思います。若干まとまって

いなくて申し訳なかったのですが、その辺りを次回議論してほしいということで

ございますので、そういうこととさせていただきたいと思います。以上につきま

して何か補足的なご意見等ございますか。よろしいですか。では、そのようなこ

とでお願いいたします。 

それでは議題の方に入らせていただきます。ちょっと次回そういう議論が必要

ではあるのですが、ここまでの議題につきましては、これまでの議論の積み重ね

に基づいた議題設定になっておりますので、その点はご了解いただければと思い

ます。最初の議題で交通局の組織についてと書いてあるのですが、ちょっと議題

の名前が適切じゃなかったと思いまして、今日の資料３というところに収支見通

しというのがございますので、こういった経営のシミュレーション的な数字を出

されていますので、こちらにつきましてまず事務局からご説明をいただいて、そ

の後皆様からご意見等いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

それでは宇部市交通局収支シミュレーションというもので、資料３をご覧いた

だけたらと思います。まずこれは収支シミュレーションにあたりまして、全体的

な説明を加えたうえで個別の説明に入りたいと思います。まず、収支状況、一番

上のところです。Ｒ１というのは、決算数字が入っております。そして次のＲ２

年は宇部市の方は１２月議会に当初予算を計上しまして、今、既決した予算がこ

のＲ２になっております。実際今から３月補正を控えておりまして、金額的なと

ころはまだ精査しているというところで若干変わってくることがございます。Ｒ

３につきましては今までの答申の方向性といたしまして、乗合貸切ともに事業規

模の拡大縮小は無いという中で、業務内容の見直しを始め、利便性や効率を高め

るということで、収入の方についてはＲ１１年までを推移させております。その

内容は後でさせていただきます。収入予測につきましては大変難しいところでご

ざいまして、新型コロナウイルス感染症の影響を乗合貸切についてはＲ５年まで

影響があるというふうにして係数をかけている、新型コロナの影響を個別に加え

ているのがＲ５年までになっております。乗合収入につきましてはコロナの影響
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があるものの、段階的に回復するというふうに考えております。さらに人口減少

等に伴う過去の減少率につきましては、だいたい平均３％減少しておりますの

で、そちらについてはコロナと別に減少率を掛けております。一方で、後から説

明しますが、３年度から導入する予定のＩＣカードに伴う利便性の向上による利

用者増の率についても計上しております。次に貸切収入につきましては、コロナ

の影響を５年まで段階的に反映いたしまして、Ｒ１１の目標設定をコロナの影響

がなかった平成３０年の実績に、審議会でも出ました、主催事業を一旦中止とい

う形を考えておりまして、あとは車両の１台減少分、車両台数に応じて貸切事業

を行っていくという考え方で試算して、令和１１年度７，２００万円という目標

数値に目掛けて頑張っていくということで収支シミュレーションをしておりま

す。試算の条件といたしまして、乗合貸切ともに現在の事業規模で推移するとい

うことにしておりますので、下の表にあります職員数の推移、その下のその他の

数値、これは人と車両のことになりますが、人員計画、車両計画を計上しており

ます。人員は運転士を毎年３名職員登用していくという今までの計画通りで推移

させております。また事務などの職員につきましては、正規職員の退職に合わせ

て正規職員をその分補填、補充していくということで採用する形で試算しており

ます。また車両については、車両更新計画、今現在大分老朽化しておりますが、

２５年を目途として購入廃車する計画で試算しております。車両については、購

入すれば減価償却費というところに反映されていくということでございます。ま

た、収入の中で一番見込み辛い、こちらの方で勝手な収支は作れないのですが、

市の補助金というところがございます。こちらは以前から交通局の経営努力とし

て２億円を上限として収支計画を計上してきたことを踏まえまして、ここは経営

努力の指標となっております。今回コロナの関係で、路線維持費の必要額は上限

を超えるものという形にはなっておりますけれども、今回この収支シミュレーシ

ョンを行ううえでは他の収支を見ていただくこともありますので、上限を２億に

定めて令和１１年まで推移させております。当然令和４年度以降、収支が若干好

転していくということを踏まえますと、２億の上限を超えずに路線維持費の必要

額はそれを下回っていくと見込んでおります。収入については主にはそういった

ところが試算の条件となっております。 

また支出についてですが、人件費につきましては会計制度の変更により義務化

されました退職給付引当金の大きな負担が令和３年度で終了いたします。令和３

年度のところに括弧書きで人件費の下、退職給付費というところがありまして、

令和３年度までは９，１７８万６千円となっておりますが、令和４年度はその数

字が落ちまして、２，９８１万１千円ということで、人件費はこちらで一旦大き

な負担は無くなると考えております。 

先程の減価償却費につきましては、車両更新と違いまして、Ｒ３年度、ＩＣカ

ードの導入を予定しております。金額としましては約２億となります。ＩＣカー

ドにつきましては翌年度からの減価償却費が発生するということで、令和４年度
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について減価償却費を見ていただきますと、Ｒ３の６，３００万がＲ４には１億

３，２００万に跳ね上がっていくというところでございます。その一方で、減価

償却費に見合う補助金等が入っておりますので、それも収益化するということ

で、その他収入、収入のところの一番下段です、その他収入これも同じようにＲ

３は６，４００万となっておりますけれども、Ｒ４は１億１，５００万とそれに

見合う収益化がされているということで、収支においてはそこまで２億円の負担

が一気にかかるということではないというところでございます。特記事項といた

しまして、この収支の計画の中では、重複しますけれども、退職給付引当金の計

上が令和３年度で終わりますと、令和３年度に導入するＩＣカードの減価償却

費、それに見合う収益化が令和４年度から起こるので、横を比べてみますと大き

く変動がありますが、そういった要因があるところでございます。この交通局の

シミュレーション今現在行っているのは、新たに事業を変えていくとか、大きな

変更を加えずに交通局の収支状況を今からこういうふうにやっていくと令和５年

度には黒字計上、このような状況の中でも黒字計上が見込めるのではないかと考

えておりまして、欠損金になっております約１億から２億の金額を令和５年から

段階的に削減していけると考えております。一旦ここで収支状況の説明を終わら

せていただきます。 

 

ありがとうございました。様々な外的要因があるわけですが、それらについて

比較的固定的に捉えてやっていった場合にこのような数字になってくるという試

算を１０年に渡ってやっていただいたということでございます。数字の意味する

ところ等、色々あろうかと思いますので、こちらについてご質問ご意見等ござい

ましたらよろしくお願いいたします。 

 

一件お聞きしたいのですが、資料３で１０年間の収支状況のシミュレーション

ということですが、乗合自動車収入が令和３年以降増えていくという試算になっ

ていますが、これは利用者が増える要素があるのでしょうか。おそらく地域柄の

ことだと思うのですが、一般的には地域の路線バスは利用者が減って参りますの

で、これが上がっていくというのは何か要素があるのかをお聞きしたいと思いま

す。 

 

説明が不足して申し訳ございません。令和３年度というよりは令和元年度はコ

ロナの影響がほとんどなかったということで、乗合自動車収入４億７，１００万

円があります。実際コロナの影響がなければこの数字から大体年間平均３％ずつ

減収を繰り返してきているので、こういった推移ができると以前は思っておりま

したが、令和２年度に新型コロナウイルスの関係の減収がかなり大きいところで

ございますので、令和２年度から令和５年度にかけてはコロナの減収が徐々に回

復していくということで収入が上がってきているということでございます。 
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そうすると、今まで３％ずつ上がっているということなのですが、利用状況は

増加しているという認識でよろしいのでしょうか。 

 

いや、３％減です。 

 

３％減。するとずっと上がっていくというのはどういうシミュレーションです

か。 

 

私の理解では、令和２年度に非常に落ち込んで、過去のトレンドの延長がある

中で、落ち込んでそこからある程度利用が回復していって、従来の減少のトレン

ドの近くまで戻ってくると申しますか、逆に言うと次年度以降もコロナの影響が

今年ほどでは無いにしても続いていくという計算になっていると思います。 

 

分かりました。そうすると令和元年がピーク的な数字となって、そこから一度

大きく下がって、それが徐々に回復するイメージでよろしいですか。 

 

ただ、元には戻らないと言いますか、４億７，０００万までは戻らないという

試算だと思います。 

 

了解しました。 

 

その他いかがですか。 

 

貸切自動車収入についてですが、令和１１年に向けて段々数字が上がっている

のが見えますが、旅行企画を貸切については一時休止するという方向性が出たと

思いますが、それの関係性はありますか。例えば休止を止めるとか。 

 

いかがですか。 

 

当然令和２年度については、ほとんど今主催旅行はゼロに近いところでござい

まして、貸切事業を行ううえでも人を抱えていくという経費もございますので、

今現在は新型コロナウイルスの感染症の関係で徐々に戻りつつある貸切事業の受

注については、企画をせずに貸切バスの受注をしていこうということでございま

す。主催事業については、一旦休止はするものの、今から戻りつつある貸切需要

に対応していくために、今ある現有のバス台数でなるべく稼働率を高めていくと

いう方に力を入れようと考えております。 
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補足させていただきます。この表を説明いたしますと、表には無いのですが、

平成３０年度の数字がありまして、貸切収入には約１億で、このうち、今言いま

した主催事業が１，０００万で、それ以外の受注貸切が９，０００万程度ありま

す。Ｒ元年というのは運転士不足で受注したお客さんを失って、結果この表にあ

るように６，６００万というようになっているのですが、今現在の運転士の充足

状況を見ると、平成３０年度程度はできるだろうと。Ｒ１１はその数字を目指す

ところですが、先程説明ありましたが、９，０００万は貸切車両が１０台での数

字でして、１台減らして９台にしております。ですから、８，０００万から７，

０００万という数字を見込んでいます。Ｒ１１の７，０００万を目指して、段階

的に収入を上げていくというふうにやっています。 

 

２回前の貸切の審議会で出ている資料がありますが、そちらを見ると当日も説

明がありましたが、平成３０年度までは今おっしゃったようなレベルの収入が得

られていたと、毎年。令和元年度はコロナ前だけれども既にその時点で非常に落

ち込んでいたので、令和元年度と平成３０年度の間くらいの水準までは本来貸切

事業が持っているポテンシャルから考えて、回復できるはずだというのがこの試

算の前提にあると思います。主催貸切をやらなくても、です。 

 

ありがとうございました。 

 

その他いかがですか。 

 

このシミュレーションですが、今３％減とかコロナの影響がとか、コロナが

段々減速して戻っていくとか、貸切については平成３０年をベースにして数字を

決めているというのがあったのですが、今回この答申で運営の最適化という色々

な案が上がっていますが、その内容はこれには盛り込まれていないですか。 

 

今回提案するだろう内容が今回の数字にどのくらい影響するかという数字は織

り込んでいらっしゃらないかということですね。 

 

今現時点では答申されるだろう予定のところまでは盛り込んでおりません。 

 

今のお話と関係して思ったのは、よくやると思うのですが、こういうシミュレ

ーションを出すときに、楽観シナリオと悲観シナリオがあっても良い気がいたし

ました。分からないのですけれど、楽観的なシナリオとか、なかなかコロナから

回復しないという悲観的なシナリオも複数あった方がいいのかなという気がしま

す。今の委員のご発言との関係で言うと、少しスリム化みたいな話をしていま

す、減便とか。そういう話は経費の説明にもなるかもしれませんが、基本的に収
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入も減ります。その辺りも少し考慮した方がいいかもしれません。実際、網形成

計画の時も、再編実施計画の実行で廃止したことで結構乗客数が減っていると思

いますから、その辺りは再編実施計画の時の影響も見て、少し悪いシナリオも考

えた方がいい気がします。以上です。ありがとうございました。その他いかがで

しょうか。 

 

先程冒頭に会長がお話した民営化の件ですが、令和１１年まで現体制でやるこ

とを前提でシミュレーションを作られていますよね。 

 

これはそうですね。 

 

先程の民営というのはどういう意図でしたか。民営の比較をして、というの

は。民営化の選択肢もありうるということでしょうか。 

 

事務局の方でお答えいただけますか。 

 

民営化するために検討を始めるというよりも、これまで公営の良さ、民営の良

さ、それぞれの良さ悪さを比較する場面が無かったので、これを機にそこを整理

して、そもそも私どもとしては何を比較すれば適正に判断できるということすら

まだ案を持っていない状況ですので、そういう比較項目を含めてこの場で提起し

ていただけたらという考えでございます。 

 

分かりました。比較ということで現状の組織を、民営の良いところを取り入れ

るということでのイメージだったら分かるのですが、もし本当に民営という選択

肢があるとすると、ちょっと私が気になったのが、ＩＣカードの導入です。ＩＣ

カード導入することによって民営化すると色々な相手等が限られてしまう感じが

します。例えば同じ型のＩＣカードを持っているところに嫁入りするのであれば

導入する必要はありません。ぶら下がりということで、入会金とか高額な部分が

いらなくなります。子会社という形になれば、そこは全くかかりません。うちも

今年から導入していますが、うちは民間中小企業ですから全部負担しなければな

らないですが、例えば大手さんの子会社が入るというと、その大きいお金はいら

ないです。ぶら下がりでどんどんできるので、もし選択肢があるとするとここは

考えた方がいいことと、逆に言うとＩＣカードを持っていないところと組むとな

ると、一部はサービスが入っているけど一部は入らないような、整合性が出来な

くなる可能性が出てくるというところで、ＩＣカードの導入と民営化というキー

ワードが重なったところで、要らない心配だとは思うのですが、私から述べさせ

ていただきました。 
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ありがとうございます。ごもっともなご指摘だと思います。あくまでこの資料

３は現体制の前提でのシミュレーションで、その中でＩＣカードも導入していく

前提になっているので、先程の件が仮に民営化の検討ということになると、かな

り話が変わってくるわけで、それはおっしゃる通りです。ここでは公営の中での

シミュレーションをやっていただいたと。それ以前からのこういった長期の見通

しがいるのではないかという議論の中でご準備いただいたものなので、そういう

前提になっているということで、現況としてはそういうことです。ありがとうご

ざいました。その他いかがですか。 

 

今日は１５時前までしか居られないので申し訳ないのですが。やや唐突に感じ

たなと思っています。答申案があるわけですが、この今のシミュレーション結果

と答申案とどういう関係があるのかというのはこの後説明があるのでしょうか。

それがちょっと分からなかったというのが一点です。それから乗合と貸切を結果

的に一つの事業でやっているので支出の方が分けられないのかもしれませんが、

きちんと乗合のセグメントと貸切のセグメントでどうなっているかをチェックし

ないといけないと元々思っていました。ここは完全に一緒になっていて、どうし

ても切り分けが難しいのであればしょうがないですが、今回乗合貸切それぞれに

ついてどう見直すかということを言っているので、後でシミュレーションをどう

使っていくかと言うときに、今の答申の結果として収支がどう変わるかというこ

とを見ていくと思うので、切り分けていないと良く分からないと思いました。そ

れから、シナリオが何なのかがここに明確にないので、きちんと言っていただい

て、シナリオを色々作るのか、例えば乗合の収入が下振れするとか上振れすると

か感度分析みたいなものをやってみるのもある。例えば１％ずつ減ると思ってい

たけど、２％だとしたらどうなのかとか、そういうのをやってみる必要があると

思って見ていました。民営化の話も出ましたが、次回されるということで、次回

は午後だと出られず午前だと出られるということになっていますが、もし民営化

について考えるとしたら、もちろんどういう比較をするかということが重要では

ありますが、当然収支は大事になってくると思いますので、そういうシミュレー

ションもされるのかどうか。されるとすれば民営化によってどういうメリット、

デメリットがあるのかというのを、ここの収支にどう影響するかということを考

えないといけないと思うので、それについてはどういうふうにシミュレーション

に織り込んでいくことを今考えておられるのかも確認したいと思います。 

 

重要な点を複数頂いたと思いますが、私で分かるところで言うと、まずシナリ

オはこの裏にはあるわけです。当然こういったシナリオでというのはあるので、

今口頭で説明されたものの中にどういったシナリオで推移していくというのがあ

るはずなので、そこは出すことは可能なのだろうと思っています。 

まずは答申との関係性は、私もお答えしないといけないかもしれませんが、そ
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れから感度分析、これは先程私が言ったことと類似したご指摘かと思います。あ

と、先程の民営化理論とこういったものの関係性というところです。それらよろ

しいですか。答申との関係性というのは、私が後でお答えしてもいいのですが、

事務局の回答をもう一度いただきたいと思います。感度については私も申しまし

たが、その辺りできるかどうかというところ、あと先程の民営との関係の３点で

す。 

 

今の何点かあった中で、感度につきましてはさせていただきたいと思います。

出来栄えがどうかは今ここではお答えできませんが、何点かシミュレートしてや

っていきたいと思います。民間との収支比較というのは、今現在こういう事業を

した時に民間ではどういったことになるかを私どもは把握方法も含めて、今確定

的にできますとお答えは難しいのですけれども、今後そのやり方等も色々なとこ

ろに相談しながらやっていきたいとは考えています。あとは答申書の内容の盛り

込みでございますが、これについてもできる限りある程度実施は可能とか、そう

いったものについてはよく見込んで盛り込んでいきたいと思っています。 

 

委員いかがですか。 

 

分かりましたけど、そこが明確じゃない状態でこれが出てくると、もっと先に

出しておかなければならないとなるので、違和感があったということです。最終

的にはそこがきちんと揃っていないと、３月に答申になる段階でこの収支の色々

なシミュレーションの結果を引用しながら判断していくと思うので、そこをきち

んとやっておかなければならないという感想を持ったということです。必要があ

ればもちろん私も協力させていただきますので、聞いていただければと思いま

す。 

 

一つにはこの審議会の議論が始まる時点ではＩＣカードの議論も決着していな

かったところもありますし、そもそも貸切事業というのが、貸切事業からの撤退

が選択肢としてはあったのですが、その辺りの大きなところが変わってくると当

然このシミュレーションも変わってしまったはずです。少なくとも今現時点では

貸切事業についても体制は変えるにしても事業自体は存続という方向性がこの審

議会では出ていますので、その辺りを織り込んだ形でシミュレーションを出して

いただいたということだと思います。ただ、もうちょっと細かな施策のところは

まだ反映されていないと思うので、そこは可能な限り考慮していただければと思

っています。ありがとうございました。その他何かございますか。よろしいです

か。それではひとまずこちらについては以上とさせていただきたいと思います。

 

２ 議題 （２） 答申書（案）について 
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次に答申書案についてということですが、こちらも先程のお話があったので、

若干その要素があるわけですが、資料１と資料２があります。資料２が資料です

ね、色々な表とかグラフとかデータです。主にはこれまでの審議会で出していた

だいてきた資料の体裁を整えていただいたり、宇部市の交通の状況の背景などを

追加していただいたりしているということです。こちらについては、まだ事務局

の方で色々準備されていますので、もう少し充実するはずです。もし本日ご意見

があればそれを追加できると思います。こちらが資料になります。 

一方で、資料１ですが、こちらは基本的には私の方で文章を書きました。これ

までに毎回の審議会の中で私のレジュメ、メモを皆さんにお示ししてきた中で、

方向性を少しずつお示ししてきたと思います。若干文言を変えたり、項目を追加

したりはしていますが、基本的にはそれであるので、基本的にはここまでの議論

を反映したものだと信じております。その中で、１の基本的な考え方というのは

ちょっと今回特に項目立てしたところです。全部は読み上げませんが、主要な部

分だけ申し上げますが、最初の１ページ目の太字で書いていますが、元々この審

議会は昨年の２月１０日に宇部市長より諮問を受けています。諮問の内容はバス

事業のあり方と運営の最適化についてと、かなり幅の広い諮問を受けているとい

うことです。計９回、これは１０回になるかもしれませんが、計９回に渡り議論

を行ってきました、ということですが、最初にこの文章としてお示ししているの

は、基本的な考え方をお示ししないといけないだろうと思っています。バス事業

のあり方ということですので、バス事業の役割からまず規定しないといけないだ

ろうということで、バス事業の役割が宇部市民の移動手段の確保だと。特に自家

用車を利用できない状態にある方、具体的には高齢者の方であったり、障害者の

方であったり、あるいは高校生の方であったりするわけですが、それ以外でもも

ちろんいらっしゃいます。そういう方の移動手段の確保というのが第一の目的で

しょうと。それで現在の交通局の体制には改善すべき事項がありますと。この辺

りも割と初期の方の審議会で言っていただいているのですが、バスについて、サ

ービスとしての改善はもちろん要るけれど、市民が利用、負担を通じて支える意

識も必要でしょうということを言っています。直近の状況も分析が必要で、令和

２年度はコロナ禍の影響によって乗合貸切とも収入が大きく落ち込んでいます。

先程の経営シミュレーションにもありますが、おそらくこのままの状況ですの

で、累積の欠損金が生じる見込みです。そこについて財務状況の改善の努力はも

ちろん必要です。一方で、今年度のことについて、ポジティブな面も評価しない

といけないと思っていまして、緊急事態宣言下でも５割程度に落ち込んでいると

はいえ、逆に言えば５割の方が使っておられるわけで、そのまま年度後半、秋頃

は大分改善していました。そういうことから、やはり日常生活のために不可欠な

移動手段として路線バスを必要としている市民がいらっしゃることは今回改めて

明らかになったということを最初に書かせていただいているということです。乗
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合事業のところは、基本的には秋頃の議論の中で言及した内容です。エリアの

話、時間帯の話をしてきたと思います。私の方で今回足したのは、箇条書きの前

に出しているのですが、①の乗合事業の守備範囲、エリアのところに箇条書きの

前に３行ほど文章を追加しています。基本的な考え方に示したバス事業の役割を

果たすためにどういうことが必要かということで、こういうことが必要なのでは

ないでしょうかという書き方をしています。①でエリア、２ページ目に参りまし

て、②で時間帯、③で運賃の話。運賃のところでは色々ご意見ご助言たくさんい

ただいたと思いますが、増収は大事だけれども、運賃の値上げは強いメッセージ

なので、それがバス離れを引き起こす危険性が高いというご意見ご指摘をいただ

いたと思います。そこはもちろんそうなので、ＩＣカードの導入のタイミングで

全体的な見直しをしていくとか、他の事業者との運賃共通化とかも考えてもいい

のではないかということも、色々なことを書いているということです。あと、貸

切事業についても、基本的にはその回のメモの中で書かせていただいた内容に、

前置きの文章を３行ほど付けているところです。最後の組織体制は前回１２月の

審議会の時に、例えば運転士の正規非正規の話はあったかと思います。正規職員

化という方向性は積極的に進めていくべきであるという方向性を書いているとい

うことです。 

４番の組織体制に関して皆さんからご意見をいただいている中で漏れていると

思っているのが、教育プログラムの話、前回かなり多数ご意見をいただいている

のですが、そこが抜けているので、そこは入れないといけないと思っておりま

す。組織体制の最後に書いたところは次回の議論と影響してくるところです。こ

の答申案の中ではどちらかというと経営体制の変更というよりは、現在あるもの

の機能強化という方向を、現時点での現案の答申書ではしているわけですが、そ

こが市の方の要望としてはもう少し民営で同じようなことをなす方向は無いのか

ということだと思いますので、そのあたりの議論内容によっては少しそこの部分

のニュアンスも当然変わってくる可能性はあるということだと思っております。

駆け足で説明させていただきましたが、今のスケジュールですとあと２回あるの

で、まだ議論の時間はあるのですが、欠けている観点とか、そういったところ

で、ご意見等いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

すみません、先によろしいですか。たくさんあるので、また文章か何かでお伝

えしたいですが、大きいところを言うと、こういった種のことで一番問題になる

のが、この事業体としての経営の視点でどうなのかということと、宇部市の公共

交通がどうあるべきか、というところが混同されるというのがありがちなところ

で、この文章の中にもそういった雰囲気が見受けられるということです。これは

もう明確に宇部市の公共交通としてはこういうことをやろうとしているという、

これは網計画とか総合計画とかにもあると思います。その一方で、事業体として

それをやろうとすると一体何が問題なのかと。必ずベクトルが違っているので、
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そのベクトルの違いをきちんと明らかにすることが大事だと思います。それを埋

めるのが補助であるとか、場合によっては民間に移すとか経営のやり方を変える

ことになるわけですが、その時に変えることとそのベクトルがどうなっていくか

ということについて整理するというのが次回、次々回でかなり明確化される必要

があると考えています。関連して、貸切のところで、貸切の４行目の１ポツのと

ころ、貸切の検討に当たっては共通の固定費用が貸切事業に按分される云々とい

うのがあるのですが、これはさっき私がセグメントに分けられないかと言った理

由でもあるのですが、共通なので按分されると言っても、乗合だけしかなければ

貸切の部分はいらないということになるとすれば、按分とかじゃなくて単純に減

らせるわけで、こういうふうな記述は乗合と貸切と両方やることで規模の効果だ

とかうまく補完できるとかそういうふうなことがある時に言えることなので、そ

ういうことをあまり検討しないで、単純ここに書くというのはまずいと思いま

す。きちんとそれぞれの事業の単位ごとで分析するということと、それが二つ三

つ一緒にあることでどういう相乗効果だとか規模の効果だとかがあるかというの

ときちんと峻別していかないと、こういうふうに書くのは危ないかなというふう

にも思いました。そういうことをきちんと検討していかないと。あともう一つ、

基本的な考え方は、現状認識と課題をきちんと分けた方がいいと思いました。つ

まり、必要であるという表現と、こういう状態にあるということが混ざっている

と思います。基本的な考え方の前に現状認識をきちんと書いておく必要があるの

ではないかと思います。この基本的な考え方というのはどういうふうにこの事業

のあり方を変えていく、あるいは変えていかないと考えているのかというのが基

本的な考え方ですよね。その大前提になるのが現状認識だと思いますので、それ

をきちんと書いたうえで、それを踏まえて基本的な考え方というふうに書かれた

方がいいと思いました。 

 

ありがとうございました。お時間がほとんどないですか。 

 

申し訳ございません。会長のご反応を聞いてから抜けます。あるいは事務局の

ご反応を聞いてから抜けます。 

 

基本的な考え方のところ、分かります。それはおっしゃる通りですね。その方

向で書き直します。先程のセグメントとしての乗合貸切の話は一度貸切の回で議

論しているのですが、もう一回整理させていただいて、委員の方ともご議論させ

ていただきたいと思います。ご指摘ありがとうございます。現時点ではお応えで

きるのはここまでかと。その他皆様の方でいかがでしょうか。 

 

前回お話させてもらったのですが、バスは大型バスが走って、非常に人が乗っ

ていないと、空気を運んでいるということで、それで小型化していく方向にある
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と聞きました。その中で免許証の話なのですが、前回の資料をいただいた中に普

通と中型と大型というのがあって、この間１１人を超えると即大型免許が必要だ

という話があったと思うのですが、中型免許の効力は無いのでしょうか。 

 

中型免許は以前取られていた方についてほとんど中型になっていると思うので

すが。ですから普通免許が細分化されたことになるのですが、例えば今新しく免

許を取る方については中型になるのですが、普通免許自体が中型免許という細分

化されたという意味合いで、乗車人員については１１人以上が大型を取得してお

かないと乗せることが出来ないということになっています。 

 

すみません、私の解釈が間違っていたら申し訳ないのですが、ネットで調べる

と中型免許は乗車人員が１１人から２９人、マイクロバスという呼ばれ方をして

いると。大型免許は３０人以上とネット上には書いてあるのですが、私の解釈が

おかしいですか。 

 

すみません、ちょっとお時間貰っていいですか。 

 

おそらく確認なさっていると思うので、現状においては難しいということだと

は思うのですが。確認をお願いします。 

 

基本的に私が言いたいのは、普通免許から即大型免許は難しいから、なかなか

取るのは大変だろうと、だから今中型免許であれば中型免許は大型より易しい

し、また小型のマイクロバス等も利用できるので、大型から中型の方に移行する

うえでそちら方がより最適化になるのではないかということを言いたいというこ

とで疑問を出させてもらいました。 

 

ありがとうございます。そのあたりも前回も少し議論がありましたけど、人材

確保の辺りとの関係で、そこは事実関係の確認とかを踏まえて議論した方がいい

と思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。その他い

かがでしょうか。例えば先程の委員の方から全体の枠組みとかあるいは個別の内

容も含めたご指摘をいただいたわけですが、ここは少し違うのではないかとか、

あるいはこの辺りはもう少しこういうのも追加しないといけないのではないかと

か、色々あろうかとは思うのですが、その辺りいかがでしょうか。 

 

話が違うかも分からないのですが、先日、友人がバスに乗ったと。たまたま会

合に出掛けるのにマスクが無かったので、運転士さんにマスクを売ってないかと

お尋ねをしたと。すると運転士さんが一生懸命自分の鞄の中を探って新しいのを

一個取り出して分けてくれたと。非常に喜んでその会合の中で皆さんに発表され
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ていて、私もこの審議会に携わっている人間として非常に嬉しかったというお

話、これが一点です。それと、旅行企画が必要な主催貸切についての休止、これ

は議論した末での休止なのでしょうがないと思うのですが、自分が交通局の収益

を考えたうえで、乗合というのは受け身の商売ですよね、旅行企画は打って出る

商売ということであれば、一生懸命交通局の中で考えてこられてきたことだと思

います。旅行企画だけで運営している会社も他にたくさんありまして、そこで収

益を上げている会社もたくさんありますので、現状認識としては費用対効果とし

て止めた方がいいという感覚になっていると思うのですが、自分としては打って

出る商売として残すべきではないかと。これは一回結論が出たことなので、今更

言うべきものでもないかも分かりませんけれど、そういうふうに思いました。 

 

ありがとうございます。貸切の件で、議論としては主催貸切については休止の

方向性だとその時点では出してはいるのですが、今少しお話があったように、営

業という面で言うと、主催以外にも営業というものはあると思うのですが、その

辺りを含めて改めて、主催貸切あるいは営業とかに関して交通局にお考えがあれ

ばお聞かせいただけますか。 

 

先程から収支シミュレーションの中で貸切の収入のことをご説明しました。

元々一億強という収入があったわけです。その内訳の内、一割程度が企画して商

品として売り出した主催旅行、残り９，０００万が一番大きいのが学校関係の社

会見学とかで、私どもが積極的に売り出して獲得した顧客ではなくて、注文があ

ったようなものです。これは引き続きあるだろうと。コロナ禍での影響でかなり

減りはしましたけれども、あるだろうと。ただし、商品として作って売り出し

て、今、もう一年先二年先にそういったニーズ、需要があるかないかという時

に、費用対効果と言われましたけれども、コストをかけて体制を維持して商品を

売り出しても、なかなか観光需要は戻ってこないだろうという見通しがある中

で、主催旅行を続けていくのは現状では困難だと。ですので、答申の方も廃止で

はなくて休止という言葉を使っておりますけれど、これはあえて休止という言葉

で未来を確定的に止めるという意味ではなくて、当面コロナの状況を見ながら一

旦休止していこうというところでございます。 

 

先程の委員の発言の分ですけど、確かにネットで調べますと、１１人から２９

人乗りまでに関しては中型の二種免許でいけると書いてあります。そこは認識不

足だったと思います。市街地循環は１４人乗りですけど、これについても大型二

種免許取得者と挙げていますので、そこは訂正できるかなと。ただ、乗合バスに

関しては、小型でも立席があるので、３４人乗りとかです。ですからそこについ

ては適用できないのですが、ワゴン車タイプであれば適用ができるということ

で、訂正しないといけません。すみません、ありがとうございます。 
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ありがとうございます。先程の件も含めてご回答いただきまして、委員いかが

ですか。 

 

収益部分についてはもったいないな、一生懸命にやればどうにかなるのではな

いかと。それは素人の感覚なのですが。今ＧｏＴｏトラベルが中止になっていま

すけど、これとの関連性なんかは。いまさら遅いですか。商品化するのは難しい

ことかもしれませんけど。休止と書いていることに安堵はしています。 

 

ありがとうございます。 

 

ＧｏＴｏトラベルキャンペーンに関しては主催旅行以外にも一般団体の貸切に

も適用ができるようになっております。昨年数件ほど受付をしてＧｏＴｏトラベ

ルを使ってお客様に還元している状況です。主催旅行は以前交通局では四国霊場

とかすごく人気がありましたが、だんだん利用者の移り変わりで減ってきている

ので、当たるものを出すのはすごく難しいと考えています。それで今回休止とい

う形で、そのうちまたニーズが出てくれば立ち上げたいと思います。 

 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。先程の委員からは少し重い

ご指摘を私としては頂いているので、そこの点は少し精査させていただいて、事

務局とも相談させていただいて、ご指摘に答えられるような方向性の改善は図っ

て参りたいと思います。先程から申していますが、民営か公営かという議論があ

りまして、そこは来月一回やるということになりますので、そこで少し議論の内

容をまた改めて整理しないといけない部分も出てこようかとは思っています。そ

ういう要素が入っているのですが、考え方としてはこういう方向でまとめようと

しているということでご了承いただければと思います。よろしいでしょうか。で

は、こちらの議題につきましても以上とさせていただきたいと思います。 

 

２ 議題 （３）その他 

 

議題のその他ということで、事務局の方で何かございますか。 

 

議題というよりは次回の日程のご案内でございます。２月１９日の金曜日、先

程の委員がここは難しいということがありましたけれども、１５時ということで

今予定させていただいております。これが本来最終回という予定だったのです

が、皆様にご承認いただいたということで、その次も考えていきたいと思ってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

 



 18

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

３ 連絡事項等 

 

どうもありがとうございました。本日予定されていた議題は以上です。皆様の

方で何かございますか。よろしいでしょうか。それではあと二回ということにな

りましたけれど、今日はそういった形で新しい課題が追加されたわけですが、こ

の点については次回の審議会を受けて私の方でも事務局と十分相談させていただ

いて充実した議論となるように努めさせていただきたいと思います。次回多数の

回数のご参加をいただくことになりますけれども、次回どうかよろしくお願い申

し上げます。それでは事務局の方に進行をお返しいたします。どうもありがとう

ございました。 

 

会長ありがとうございました。それでは最後に局長の方からご挨拶させていた

だきます。 

 

本日はお忙しい中大変ありがとうございました。コロナ禍ということで、昨日

も県の方でステージ３に上げるということになっております。今山口県において

は感染者が昨日時点で１，１５１人、そして宇部市においては２１１人と大きな

数字が出ておりますけれども、扶老会のクラスターというのが１５２人程出てお

りますので、本当に近づいているということで、今日もリモートでできる方につ

いてはリモートでという形になりましたけど、本来は皆さんが集まってここで

色々な議論をするのが一番いいかと思います。なかなか伝わりにくいところもあ

ろうかと思いますが、今後ともお願いしたいと思います。また、前段で次長の方

から運営の最適化という形で一回伸ばす形になりました。大変申し訳ありませ

ん。私も交通局に入って色々なところを見てきております。私としては交通局を

しっかり守っていかないといけないとは思うのですけど、宇部市にとって一番良

い方法は考えていかなければいけないので、そういったところを再度議論してい

ただければと思いますので、本当によろしくお願いいたします。簡単ですが以上

で終わります。 

 

４ 閉会 

 

以上で当審議会を終わらせていただきます。皆様長時間ありがとうございまし

た。 

          以    上 

 


